
平成28年度都道府県等栄養施策担当者会議

「第３次食育推進基本計画」について

農林水産省 消費・安全局 消費者行政・食育課

課長補佐 米倉 礼子

若い世代を中心とした食育の推進 多様な暮らしに対応した食育の推進 健康寿命の延伸につながる食育の推進

食の循環や環境を意識した食育の推進 食文化の継承に向けた食育の推進



本日の内容

１ 「第３次食育推進基本計画」について
（１）「第２次食育推進基本計画」の最終評価
（２）重点課題
（３）目標及び具体的な施策
（４）施策を総合的かつ計画的に推進するため

に必要な事項

２ これからの食育推進体制



食育推進評価専門委員会
（食育推進会議会長決定）

構成員
食育推進会議の民間有識者委員
同会議の専門委員

食育基本法
（平成17年法律第63号（衆法））
目的：食育に関する施策を総合的かつ計画的

に推進し、もって現在及び将来にわたる
健康で文化的な国民の生活と豊かで活力
ある社会の実現に寄与すること

食育推進会議
（食育基本法第26条）

会長：農林水産大臣
委員：農林水産大臣の申出により

内閣総理大臣が指定する国務
大臣及び農林水産大臣が任命
する民間有識者

食育の推進に関する施策の総合的
かつ計画的な推進を図るために必要
な基本的事項を定めるもの

食育推進基本計画
（食育基本法第16条）

第３次食育推進基本計画（平成28年度～平成32年度）
平成28年３月18日 食育推進会議決定

はじめに
１．食をめぐる現状 ２．これまでの取組と今後の展開

第１ 食育の推進に関する施策についての基本的な方針

１．重点課題 ２．基本的な取組方針

第２ 食育の推進の目標に関する事項

１．目標の考え方 ２．食育の推進に当たっての目標

第３ 食育の総合的な促進に関する事項 具体的な施策
１．家庭における食育の推進
２．学校、保育所等における食育の推進
３．地域における食育の推進
４．食育推進運動の展開
５．生産者と消費者との交流の促進、環境と調和のとれた農林漁業

の活性化等
６．食文化の継承のための活動への支援等
７．食品の安全性、栄養その他の食生活に関する調査、研究、情報

の提供及び国際交流の推進
※それぞれの事項について、以下の項目を記述。

（１）現状と今後の方向性、（２）取り組むべき施策

第４ 食育の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため
に必要な事項

１．多様な関係者の連携・協働の強化
２．地方公共団体による推進計画の作成等とこれに基づく施策の促進
３．積極的な情報提供と国民の意見等の把握
４．推進状況の把握と効果等の評価及び財政措置の効率的・重点的運用
５．基本計画の見直し

「第３次食育推進基本計画」の位置づけと概要



作成時 現状値 目標

１ 食育に関心を持っている国民の割合 70.5％ ► 75.0％ 90％以上

２ 朝食又は夕食を家族と一緒に食べる「共食」の回数 週９回 ► 週9.7回 週10回以上

３ 朝食を欠食する国民の割合 子ども 1.6％ ► 1.5％ ０％

20歳代・30歳代の男性 28.7％ ► 32.1％ 15％以下

４ 学校給食における地場産物を使用する割合 26.1％ ► 26.9％ 30％以上

学校給食における国産食材を使用する割合 77％ ► 77％ 80％以上

５ 栄養バランス等に配慮した食生活を送っている国民の割合 50.2％ ► 63.4％ 60％以上

６ 内臓脂肪症候群（メタボリックシンドローム）の予防や改善の
ための適切な食事、運動等を継続的に実施している国民の割合

41.5％ ► 42.9％ 50％以上

７ よく噛んで味わって食べるなどの食べ方に関心のある国民の割合 70.2％ ► 71.1％ 80％以上

８ 食育の推進に関わるボランティアの数 34.5万人 ► 34.4万人 37万人以上

９ 農林漁業体験を経験した国民の割合 27％ ► 36％ 30％以上

10 食品の安全性に関する基礎的な知識を持っている国民の割合 37.4％ ► 63.4％ 90％以上

11 推進計画を作成・実施している市町村の割合 40％ ► 76.7％ 100％

11目標（13指標）のうち、目標を達成した指標は２指標、作成時より改善している指標は
４指標（目標達成指標は除く）、現状維持及び未改善指標は７指標であった。

（１） 「第２次食育推進基本計画」の最終評価



（参考） １．食育に関心を持っている国民の割合

食育に「関心がある」（「関心がある」及び「どちらかといえば関心がある」の合計）と回答した人の
割合は75.0％で、計画作成時の調査結果（70.5％）と比べて、4.5ポイント増加した。

（問）
あなたは、「食育」に関心が

ありますか、それともありませんか。
（ア）関心がある
（イ）どちらかといえば関心がある
（ウ）どちらかといえば関心がない
（エ）関心がない

▶（ア）（イ）をあわせて「関心が
ある」として集計。

資料：内閣府「食育に関する意識調査」
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目標値 90％以上

現状値 75.0％

作成時 70.5％

農水省ＨＰ
に掲載中



重点課題

<１>若い世代を中心とした食育の推進

<２>多様な暮らしに対応した食育の推進（新）

<３>健康寿命の延伸につながる食育の推進

<４>食の循環や環境を意識した食育の推進（新）

<５>食文化の継承に向けた食育の推進（新）

①子供から高齢者まで、生涯を通じた取組を推進
②国、地方公共団体、教育関係者、農林漁業者、食品関連事業者、ボランティアなどが主体的かつ多様に
連携・協働しながら取組を推進

➤若い世代自身が取り組む食育の推進、次世代に伝えつなげる
食育の推進

➤様々な家族の状況や生活の多様化に対応し、子供や高齢者を含む
全ての国民が健全で充実した食生活を実現できるような食体験や
共食の機会の提供

➤健康づくりや生活習慣病の予防のための減塩等及びメタボリック
シンドローム、肥満・やせ、低栄養の予防などの推進

➤食の生産から消費までの食の循環の理解、食品ロスの削減等
の推進

➤和食、郷土料理、伝統食材、食事の作法など伝統的な食文化への
理解等の推進

➊若い世代の食育の実践に関する改善、充実の必要性
➋世帯構造の変化
➌貧困の状況にある子供に対する支援の推進
➍新たな成長戦略における「健康寿命の延伸」のテーマ化

➎食品ロスの削減を目指した国民運動の開始
➏ 「和食」のユネスコ無形文化遺産への登録決定
➐市町村の食育推進計画作成率に関する課題

第２次食育推進基本計画（平成23年度～27年度）に基づく取組として、
家庭、学校等、地域において食育を推進これまでの取組

食をめぐる
状況の変化

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

取組の視点

（２）重点課題 参考
資料集
参照





（３）目標及び具体的な施策（総合）

◆ 食育月間及び食育の日の設定・実施
◆ 食育推進運動に資する情報の提供
◆ ボランティア活動等民間の取組への支援、表彰等

（基本計画 第３ ４．食育推進運動の展開）

◆ 地方公共団体による推進計画の作成等とこれに基づく
施策の促進 （基本計画 第４）

具体的な施策

第３次食育推進基本計画の総合的な目標総合



資料：内閣府食育推進室調べ

推進計画を作成・実施している市町村の割合

管内市町村※の
食育推進計画の作成割合

該当都道府県数

０～25％未満 1
25～50％未満 6
50～75％未満 6
75～100％未満 17

100% 17
※東京都は特別区を含む。

調査項目：
全市町村のうち、
市町村食育推進
計画を作成して
いる市町村の割合



（３）目標及び具体的な施策（重点課題１）

◆ 子供・若者の育成支援における共食等の食育推進
（基本計画第３ １．家庭における食育推進）

◆ 若い世代に対する食育推進 （基本計画第３ ３．地域における食育推進）

◆ 「和食」の保護と次世代への継承のための産学官一体となった
取組 （基本計画第３ ６．食文化の継承のための活動への支援等）

具体的な施策



（３）目標及び具体的な施策（重点課題２）

◆ 妊産婦や乳幼児に関する栄養指導
（基本計画第３ ２．家庭における食育推進）

◆ 貧困の状況にある子供に対する食育推進
（基本計画第３ ３．地域における食育推進）

◆ 高齢者に対する食育推進
（基本計画第３ ３．地域における食育推進）

具体的な施策

孤食になりがちな子供への支援と
して、地域の大人と子供が一緒に
食事を作って食べる機会を提供

引用：第３次食育推進基本計画
啓発リーフレット（重点課題２）



（３）目標及び具体的な施策（重点課題３）

◆ 健康寿命の延伸につながる食育推進
◆ 歯科保健活動における食育推進
◆ 高齢者に対する食育推進

（基本計画第３ ３．地域における食育推進） 「健康に食べる」食環境を整備
する食育の推進

引用：農林水産省 平成27年度「食育白書」

具体的な施策



（３）目標及び具体的な施策（重点課題４）

◆ 学校給食の充実 （基本計画第３ ２．学校、保育所等における食育推進）

◆ 農林漁業者等による食育推進
◆ 都市と農山漁村の共生・対流の促進
◆ 地産地消の推進
◆ 食品ロス削減を目指した国民運動の展開
◆ バイオマス利用と食品リサイクルの推進

（基本計画第３ ５．生産者と消費者との交流の促進、環境と調和のとれた農林漁業の活性化等）

具体的な施策



（３）目標及び具体的な施策（重点課題５）

◆ 学校給食での郷土料理等の積極的な導入
や行事の活用

◆ 「和食」の保護と次世代への継承のための
産学官一体となった取組

◆ 地域の食文化の魅力を再発見する取組
（基本計画第３ ６．食文化の継承のための活動への支援等）

具体的な施策

（例）
給食で和食の継承をサポート

引用：第３次食育推進基本計画
啓発リーフレット（重点課題５）



２． 地方公共団体による推進計画の
作成等とこれに基づく施策の促進

（略）

全国各地で地域に密着した食育に
関する活動が推進されるためには、
残りの23.3％の市町村についても
食育推進計画を可能な限り早期に
作成することが求められる。

このため、国は都道府県とともに、
市町村における推進計画の作成が
促進されるよう積極的に働きかけ、
食育の推進がより一層充実するよう
必要な資料や情報を提供するととも
に、技術的な支援にも努めていくな
ど、適切な支援を行う。

「第３次食育推進基本計画」（本文）P36

１． 多様な関係者の連携・協働
の強化

２． 地方公共団体による推進
計画の作成等とこれに基づく
施策の促進

３． 積極的な情報提供と国民の
意見等の把握

４． 推進状況の把握と効果等の
評価及び財政措置の効率的・
重点的運用

５． 基本計画の見直し

（４）施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項



必要な資料や情報の提供や技術的な支援

【必要な資料や情報の提供について】

食をめぐる現状に関する背景をはじめ、
各目標における「目標設定の必要性」
「具体的な目標値」「データソース」
「調査項目」「調査項目設定の考え方」
「目標設定の考え方」等についてまとめ
ている。

【技術的な支援について】

１ 地方公共団体による食育推進計画の見直し等について

（略）
また、各都道府県におかれては、管内の市町村において、すでに食育

推進計画を策定している場合にはその見直し、食育推進計画を策定してい
ない場合にはその策定が促進されるよう積極的に働きかけ、情報提供とと
もに技術的な支援にも努めていくなど、適切な支援をお願いする。

○「第３次食育推進基本計画」に基づく健康づくりのための食育の推進
について（平成28年４月１日 厚生労働省健康局健康課長）

○「第３次食育推進基本計画」に基づく母子保健及び児童福祉分野に
おける食育の推進について（平成28年４月１日 厚生労働省雇用均等・
児童家庭局母子保健課長）

○「第３次食育推進基本計画」に基づく歯科口腔保健を通じた食育の
推進について（平成28年４月１日 厚生労働省医政局歯科保健課長）



国⺠の⼼⾝の健康の増進と豊かな⼈間形成

全国すべての
地域で展開

相互に緊密な
連携・協働

国⺠運動として食育を推進

２．これからの食育推進体制

各種団体

食品関連事業者

学校
保育所等

農林漁業者

ボランティア

地方公共団体

保健機関
医療機関

国
家庭

国⺠

＜ ⾷育に関する施策の総合的・計画的⽴案、実施 ＞

食育推進会議（食育推進基本計画の作成）

都道府県食育推進会議
｜

都道府県
食育推進計画の作成

市町村食育推進会議
｜

市町村
食育推進計画の作成

都道府県 市町村

＜ 地域の特性を⽣かした施策の⽴案、実施 ＞

地方
農政局等

農林⽔産省、⾷品安全委員会、消費者庁、
⽂部科学省、厚⽣労働省等の関係府省庁等

による施策の実施



実践の環を広げよう



（参考） 第３次食育推進基本計画の啓発について 【総合編】

○表紙
○「食育の環」と重点
課題との関係性

○重点課題と具体的な
目標の関係性、

○目標達成に向けた
推進体制

などをまとめています。

「第3 次食育推進基本計画」啓発リーフレット
http://www.maff.go.jp/j/syokuiku/dai3_kihon_keikaku.html



（参考） 第３次食育推進基本計画の啓発について 【各論編】

【食育について
これまで関心がなかったという方に向けて･･･】

【食育を実践するあなたに･･･】

第３次食育推進基本計画で示した取組の方向性を踏まえ、重点課題ごとにポイントや取組事例、
参考になる情報入手先などをまとめています。
また、食育を実践する方向けとして、食育の現状や働きかけの視点をまとめるとともに、食育に

ついてあまり関心がないという方にも取組の楽しさや取り組み方をお伝えするリーフレットもご用意
しています。

（参考例）重点課題 ３



（参考） 食育推進に関する情報はコチラ！

❏農林水産省ホームページ http://www.maff.go.jp/

❏農林水産省「食育の推進」ホームページ
http://www.maff.go.jp/j/syokuiku/index.html

❏本日お話した「食育推進基本計画」について
http://www.maff.go.jp/j/syokuiku/kannrennhou.html
※今後、充実させていきます！

❏「第３次食育推進基本計画」
「第３次食育推進基本計画」啓発媒体

❏食育白書

食育基本法に基づき、毎年、国会に提出される法定白書
http://www.maff.go.jp/j/syokuiku/wpaper/h27_index.html

❏食育ガイド
食育について、具体的な取組の最初の一歩を促すガイド


